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１．事業の必要性・概要 

東日本大震災により、陸中海岸国立公園の公園利用施設の多くが甚大な被

害を受けている。公園利用施設の復旧は、観光産業をはじめとした地元雇

用の創出等、地域再建にも寄与するものであり、東北地方の復興のため公

園利用施設の早期復旧が被災自治体等より強く求められているところ。そ

のため、陸中海岸国立公園の主要な利用拠点等、被災した既存利用施設の

集中的な復旧を実施する。 

 

２．事業計画（業務内容） 

安全・安心の観点から津波対策等の防災機能を強化しつつ、陸中海岸国立

公園の利用拠点において、地震・津波によって被災した公園利用施設の復

旧・再整備を行う。 

また、磐梯朝日国立公園など、同じく被災した公園利用施設のうち軽度な

ものについては、修繕等による復旧を行う。 

 

３．施策の効果 

陸中海岸国立公園は、三陸海岸地域の観光資源として重要な役割を担って

おり、これらの復旧は地域の観光産業をはじめとした地元雇用の創出等、

地域再建にも寄与するものであり、東北地方の復興に資するもの。 
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○東日本大震災により、陸中海岸国立公園の公園利用施
設の多くが甚大な被害を受けている。

これらの復旧は、地域の観光産業をはじめとした地元雇
用の創出等、地域再建にも寄与するものであり、かつ、被
災自治体等からも早期の復旧を強く求められている。

そのため、陸中海岸国立公園の主要な利用拠点等、被災
した既存利用施設の集中的な復旧を実施する。

○事業実施箇所
集団施設地区等４地区

○事業内容
公園利用施設の安全対策強化
展望台、休憩所、トイレ、歩道、園地等の再整備
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